
社会保険等未加入対策に係る手続きのフロー図 

                                   

対象：平成２９年４月１日以降に公告又は指名通知する工事 

   受注者は，社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の締結を原則禁止 

   令和元年７月１０日以降に公告又は指名通知する工事から，社会保険等未加入建設業者との

下請契約を，二次以降の下請業者についても原則禁止 

 

社会保険等の加入状況の確認 ○受⇒○発工事担当課 

施工体制台帳により，二次下請以降を含む全ての業者について確認 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※○受：受注者，○発：発注者，○建：建設部管理課，○未：未加入建設業者，○許：許可行政庁 

理由書の提出について通知 ○発工事担当課⇒○受  

理由書 ○受⇒○発工事担当課 

保険加入の確認書類の提出について通知 

 ○発工事担当課⇒○受  

下請の保険加入確認書類の提出 

○受⇒○発工事担当課 

ペナルティ等無し 

加入 

 

適用除外 

参考資料 

ペナルティ等措置 

 加入指導 指名除外 工事成績評定点減点 

○許⇒○未  ○建⇒○受  ○発工事担当課⇒○受  
 

未加入 

未提出 理由書提出 

加入確認書類提出 加入確認書類未提出 

特別の事情無 

 

特別の事情有 


